
 

 

 

 

 

 
 10月に入り各地で改定地域別最低賃金の適用が順次始まっています。国民春闘共闘・全労連

は 10月 1日（土）、東京・新宿駅で最低賃金改定の周知宣伝を行いました。宣伝行動には 40名

の仲間が参加し、秋晴れの中、道行く人々に「労働組合に入って全国一律最低賃金 1500円の実

現、賃金引上げを求めていこう」と呼びかけました。 

 

黒澤幸一事務局長は「今日から東京の最低賃金は 1072 円になるが生活できる金額ではない。

物価は高騰し、家計を圧迫している。賃金引上げのために、あなたの職場に労働組合をつくり

ませんか！それが一番の方法です」と訴えました。 

国公労連の笹ケ瀬亮司中央執行委員は、最低生計費試算調査の結果にも触れて「全国どこで

も生活費は大きく変わらない。今すぐ全国一律最低賃金 1500円の実現が必要性だ」と強調。生

協労連の真壁隆書記長は、「労働組合のある職場では、最低賃金以上の賃金で働く仲間の時給ア

ップを実現している。是非、労働組合に相談してほしい」と呼びかけました。 

 

～是非！各地の宣伝行動の様子などもお寄せください～ 
 

最低賃金改定宣伝行動 

労働組合で一緒に賃上げ実現を！ 

国民春闘共闘委員会 
〒113-8462 東京都文京区湯島 2-4-4 全労連会館 

☎ 03-5842-5621  FAX 03-5842-5622 
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